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 令 和 ２ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市 整 備 部 住 宅 課 

 

 

江東区営住宅条例及び江東区高齢者住宅条例の 

一部を改正する条例 

 

１ 改正理由 

民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正に伴い、連帯保証人に係る極

度額に係る規定の追加及び法定利率の変更に係る規定整備のため、江東区営

住宅条例及び江東区高齢者住宅条例の一部改正を行う。 

  

２ 主な改正内容 

⑴ 極度額 

   民法の一部改正に伴い連帯保証人に対し、使用者が滞納した使用料等に 

ついて規則に定める極度額を限度として、請求することができることとな 

ったため極度額を加える。 

 

⑵ 法定利率 

民法の一部改正に伴い法定利率が見直され、利率の変動性が導入される 

ため、「年５パーセントの割合」を「法定利率」に改める。 

 

３ 施行日 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

４ 同条例施行規則の改正の概要（案） 

本議案が可決成立した際に予定している規則改正の概要は、参考「江東区

営住宅条例施行規則及び江東区高齢者住宅条例施行規則の主な改正内容

（案）」のとおり。 
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江東区営住宅条例 新旧対照表 

現行 改正案 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条～第１２条 （略） 第１条～第１２条 （略） 

 （極度額） 

（加える） 第１２条の２ 区長は、使用者が滞納その他の事由

により使用料等を納付しない場合は、前条第１項

に定める連帯保証人に対し、規則で定める極度額

を限度として使用者に代わって納付するよう請求

することができる。 

第１３条～第３８条 （略） 第１３条～第３８条 （略） 

（住宅の明渡請求） （住宅の明渡請求） 

第３９条 （略） 第３９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 区長は、第１項第１号の規定に該当することに

より同項の請求を行ったときは、当該請求を受け

た者に対して、入居した日から請求の日までの期

間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれま

でに支払を受けた使用料の額との差額に年５パー

セントの割合による支払期後の利息を付した額の

金銭を、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡

しを行う日までの期間については毎月近傍同種の

住宅の家賃の額の２倍に相当する額の金銭を徴収

するものとする。 

３ 区長は、第１項第１号の規定に該当することに

より同項の請求を行ったときは、当該請求を受け

た者に対して、入居した日から請求の日までの期

間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれま

でに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率

による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求

の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日ま

での期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の

額の２倍に相当する額の金銭を徴収するものとす

る。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第４０条～第５５条 （略） 第４０条～第５５条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

  

 



3 

江東区高齢者住宅条例 新旧対照表 

現行 改正案 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条～第１２条 （略） 第１条～第１２条 （略） 

 （極度額） 

（加える） 第１２条の２ 区長は、使用者が滞納その他の事由に

より使用料等を納付しない場合は、前条第１項に定

める連帯保証人に対し、規則で定める極度額を限度

として使用者に代わって納付するよう請求するこ

とができる。 

第１３条～第３７条 （略） 第１３条～第３７条 （略） 

（住宅の明渡請求） （住宅の明渡請求） 

第３８条 （略） 第３８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 区長は、第１項第１号に該当することにより同

項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に

対して、入居した日から請求の日までの期間につ

いては近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに

支払を受けた使用料の額との差額に年５パーセ

ントの割合による支払期後の利息を付した額の

金銭を、請求の日の翌日から当該高齢者住宅の明

渡しを行う日までの期間については毎月近傍同

種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額の金銭

を徴収するものとする。 

４ 区長は、第１項第１号に該当することにより同

項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に

対して、入居した日から請求の日までの期間につ

いては近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支

払を受けた使用料の額との差額に法定利率による

支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の

翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの

期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の

２倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。 

５ （略） ５ （略） 

第３９条～第４４条 （略） 第３９条～第４４条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

  

 

 


